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和同開珎をめぐる諸問題

奈良文化財研究所

松村 恵司

はじめに

和同開珎は、古くから人々に親しまれ、愛され続けてきた古代銭貨である。17世紀後半、古銭収

集趣味の発生当初から、和銅元年発行の銀・銅銭は、銭文と年号が音通し、同一銭文の銀・銅銭が

存在する和同開珎と考えられ、和同開珎を国産銅で鋳造した日本銭貨の始まりとする認識が定着し

たようである。

本邦初の有文銭と考えられた和同開珎は、古銭家の収集対象として特に珍重されるが、その要因

としては、①銭文と年号の音通によって発行年の推測が容易であったこと、②国産銅による最古の

有文銭として位置付けられたこと、③数多く伝存し収集の対象となりえたこと、④発行から流通奨

励にいたる豊富な史料をもつこと、⑤唐の開元通寳に比肩する精良な銭貨であること、などが相互

に作用したものと推測できる。

しかしながら不思議なことに和同開珎の銭名は、六国史には一切見えず、このことがその後の古

代銭貨研究に多くの混乱をもたらせてきた。

近年おこなわれた飛鳥池遺跡の発掘調査によって、富本銭の鋳造年代が７世紀に遡り、和同開珎

に先行する天武朝の銭貨であることが明らかになった。この発見により、わが国の初期貨幣史の再

構築が要請されているが、これまで３世紀にわたって蓄積されてきた和同開珎に関する膨大な研究

成果も、改めて再検討すべき時期にきている。

本論では、これまでに蓄積された和同開珎研究の見直しに向けて、第１に和同開珎の研究史を概

観して今日の初期貨幣観や通説の淵源をたどり、和同開珎に関する論点や今日的課題を明らかにす

る。第２に懸案の和同開珎の銭文に関する考察をおこないたいと考える。

まず最初に、和同開珎関係史料を編年的に整理すると以下のようになる。

『続日本紀』和銅元～３年の銀・銅銭記事

①：和銅元年２月甲戌（11日）条「始置二催鋳銭司一。以二従五位上多治比真人三宅麻呂一任レ之。」

（始めて催鋳銭司を置く。従五位上多治比真人三宅麻呂をこれに任く）

②：和銅元年５月壬寅（11日）条「始行二銀銭一。」（始めて銀銭を行う）

③：和銅元年７月丙辰（26日）条「令三近江国鋳二銅銭一。」（近江国をして銅銭を鋳しむ）

④：和銅元年８月己巳（10日）条「始行二銅銭一。」（始めて銅銭を行う）

⑤：和銅２年正月壬午（25日）条「向者頒二銀銭一、以代二前銀一。又銅銭並行。比姧盗逐レ利、

私作二濫鋳一、紛二乱公銭一。自レ今以後、私鋳二銀銭一者、其身没官、財入二告人一。」

（向に銀銭を頒ちて、前の銀に代えたり。また銅銭並び行う。比姧盗利を逐い、私に濫りに鋳る

ことを作して、公銭を紛乱せり。今より以後、私に銀銭を鋳る者は、その身は没官、財は告人

に入れよ）

⑥：和銅２年３月甲申（28日）条「制、凡交関雑物、其物価銀銭四文已上、即用二銀銭一。其価三文

已下、皆用二銅銭一。」（制すらく、凡そ交関の雑物、その物の価銀銭四文已上は銀銭を用いよ。

その価三文已下は皆銅銭を用いよ）
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⑦：和銅２年８月乙酉（２日）条「廃二銀銭一。一行二銅銭一。太政官処分、河内鋳銭司官属、賜禄・

考選、一准レ寮焉」（銀銭を廃めて、一ら銅銭を行はしむ。太政官処分すらく、河内鋳銭司の

官属の賜禄・考選は、一ら寮に准へよ）

⑧：和銅３年正月丙寅（15日）条「大宰府献二銅銭一」（大宰府、銅銭を献る）

⑨：和銅３年正月戊寅（27日）条「播磨国献二銅銭一」（播磨国、銅銭を献る）

⑩：和銅３年３月辛酉（10日）条「始遷二都于平城一」（始めて都を平城に遷す）

⑪：和銅３年９月乙丑（18日）条「禁二天下銀銭一」（天下の銀銭を禁む）

和銅４年以降の銅銭の流通促進策

⑫：和銅４年５月己未（15日）条（穀と銭の交換比率）「以二穀六升一当二銭一文一、令三百姓交関各

得二其利一（穀六升を以て銭一文に当てて、百姓をして交関して各その利を得しむ）

⑬‐１：和銅４年10月甲子（23日）条Ａ（銅銭支給の禄法の制定）「勅依二品位一始定二禄法一。（以

下略）」（勅して品位に依りて始めて禄法を定む）

（二品、二位に銭2000文、王・臣の三位に銭1000文、王四位銭300文、五位銭200文、六・七位銭

40文、八位・初位銭20文、番上大舎人ら銭10文）

⑬‐２：和銅４年10月甲子（23日）条Ｂ（蓄銭叙位の詔）「又詔曰、夫銭之為レ用、所三以通レ財貿二

易有无一也。当今百姓、尚迷二習俗一、未レ解二其理一。僅雖二売買一、猶无二蓄レ銭者一。随二其多少一、

節級授レ位。（中略）。夫申二蓄銭状一者、今年十二月内、禄二状并銭一申送訖。」（また詔して曰く、

夫れ銭の用なるは、財を通して、有无を貿易する所以なり。当今、百姓、尚習俗に迷いて、そ

の理を解らず。僅かに売り買いすと雖も、猶銭を蓄うる者无し。その多少に随いて、節級して

位を授けよ。（中略）夫れ蓄銭の状を申さむは、今年十二月の内に、状を并せて銭を禄して申

し送り訖れ）（従六位以下蓄銭10貫以上位１階、20貫以上位２階、初位以下５貫ごとに１階を

進めて叙す。大初位・初位の従八位下に入らむは10貫。五位以上と正六位10貫以上は臨時に勅

を聴け）

⑬‐３：和銅４年10月甲子（23日）条Ｃ（私鋳銭の罰則強化）「於レ律、私鋳猶レ軽二罪法一。故権立

二重刑一、禁断二未然一。凡私鋳レ銭者斬、従者没官、家口皆流（以下略）」

（律には、私鋳は罪法に軽きがごとし。故に権に重刑を立てて、未然に禁断せん。凡そ私に銭を

鋳する者は斬、従者は没官、家口は皆流。（以下略））

⑭：和銅４年11月甲戌（４日）条「蓄銭人等始叙レ位焉」（蓄銭の人らに始めて位を叙す）

⑮：和銅４年12月庚申（20日）条（蓄銭叙位の追加法）「又制蓄銭叙位之法（以下略）」（また蓄銭

叙位の法を制す）（无位７貫、白丁10貫）

⑯：和銅５年10月乙丑（29日）条（役夫・運脚の救済策）「詔日、諸国役夫及運脚者、還レ郷之日、

粮食乏少、无レ由レ得レ達。宜下割二郡稲一別貯二便地一、随二役夫到一任令中交易上。又令下行旅人必齎

レ銭為レ資、因息二重担之労一、亦知中用レ銭之便上。」（詔して曰く、諸国の役夫と運脚の者と、郷

に還る日、粮食乏少にして、達ること得るに由无し。郡稲を割きて別に便の地に貯え、役夫の

到るに随いて任に交易せしむべし。また行旅の人をして必ず銭をもちて資とし、因て重担の労

を息め、また銭を用いる便を知らしめよ）

⑰：和銅５年12月辛丑（７日）条（調庸銭の規定）「又諸国所レ送調庸等物、以レ銭換、宜下以二銭五

文一准中布一常上。」（また諸国の送れる調庸らの物は、銭を以て換えるに、銭五文を以て布一常

に准うべし）

⑱‐１：和銅６年３月壬午（19日）条Ａ（郡司任命に蓄銭を条件）「詔日、任二郡司少領以上一者（中

略）、而蓄銭乏少、不レ満二六貫一、自レ今以後、不レ得二遷任一」（詔して曰く、郡司の少領以上に

任くる者は（中略）、蓄銭乏少にして六貫に満たずは、今より以後、遷任することを得ざれ）
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⑱‐２：和銅６年３月壬午（19日）条Ｂ（運脚の銭の携行）「（前略）負担之輩、久苦二行役一。具

備二資粮一、闕二納貢之恒数一、減損二重負一、恐二饉レ路之不一レ少。宜下各持二一嚢銭一、作二当炉給一、

永省二労費一、往還得上レ便。」（（前略）負担の輩、久しく行役に苦しむ。資粮を具備えむとせば、

納具の恒数を闕き、重負を減損さんとせば、路に饉うることの少なからぬことを恐る。各一嚢

の銭を持ち、当炉の給と作し、永く労費を省き、往還便を得しむべし）

⑱‐３：和銅６年３月壬午（19日）条Ｃ（富豪に路辺で米を売らせる）「宜下国郡司等、募豪富家、

置二米路側一、任中其売買上。一年之内、売二米一百斛以上一者、以レ名奏聞」（国郡司等、豪富の

家に募りて、米を路の側に置き、その売買に任すべし。一年の内に、米一百斛以上を売る者は、

名を奏聞せよ）

⑱‐４：和銅６年３月壬午（19日）条Ｄ（田の売買を銭に限定）「又売買二田一、以レ銭為レ価。若以

二他物一為レ価、他并其物、共為二没官一（後略）」（また、田を売買するに、銭を以て価とせよ。

若し他の物を以て価とせば、田、并せてその物、共に没官とせよ。（後略））

Ⅰ：和同開珎研究の流れ
先述したように「和同開珎」の銭名は六国史に見えず、『日本紀略』永延元年（987）３月16日

条に、京都賀茂神社の鳥居脇から和同、萬年、神功三銭が掘り出され、それを「和銅開珍」と記し

ているのが最も古い記録である。

鎌倉時代の末に成立した『濫觴抄』は、史料に即して天武朝の銅銭をわが国最初の銅銭と位置付

けるが、この書には和同開珎に関する記述は一切見えない。また室町時代初期以前に成立し、江戸

時代に活字化された百科全書『拾芥抄』も、萬年通寶以降の皇朝銭の銭名を記すが、和同開珎の銭

名は見えず、これらが六国史を基礎資料として編纂されたことを示している。

１．江戸時代の和同開珎論

わが国の古銭研究は、考古学研究と同じく江戸時代の好古趣味に淵源をもつ。

小川浩は、寛文10年（1670）の渡来銭の流通禁止を契機に、延宝（1673～1680）頃から古銭を収

集する者が現れたと推測する。中国では古く南北朝（梁）の頃から古銭収集が行われ、幾多の「銭

(泉)譜」が作成されてきた。特に紹興19年（1149）に洪遵の著した『泉志』は、中国銭貨とともに、

日本の皇朝銭をも収載した銭譜で、現存する古銭書中最古の書とされる。この『泉志』校訂本が元

禄10年（1697）に京都から翻刻されたことにより、中国銭貨に関する体系的な知識と情報がもたら

された。元禄年間には、越中前田藩主前田正甫が『化蝶類苑』を著し、また本邦最初の銭譜『和漢

古今宝銭図鑑』が刊行されるなど、わが国でも独自の古銭書の登場をみるようになる。

中でも『和漢古今宝銭図鑑』は、『泉志』の翻刻に先立ち、元禄７年（1694）に刊行されたが、

元明天皇の和同銭に近世の絵銭である駒曳銭の図を掲げ、皇朝十二銭の銭文を全て対読式に図示す

るなど、実物銭貨との考証を欠いた不備な内容の収集図鑑であった。

和銭の中に「和同男珎」「和開通寳」「問元通寳」といった絵銭や贋金が混入するなど、未だ古

代銭貨と絵銭、贋金の分別が未発達な収集界の状況を看取できる。

古銭収集の開始当初から、わが国最古の銭貨に対する関心は高く、銭譜類には必ず和同開珎が掲

載され、収集の対象として重視されたことを物語っている。それらの銭譜には、和同開珎を「和同

開珍」と記したものが多く、珎を珍と同字と解釈するのが通説であったようである。これは先述し

た洪遵の『泉志』が「和同開珍」と記したことの影響であろう。

天和３年（1683)、貝原好古（恥軒）は、日本の事物の起源を考究した『和事始』を著し、和銅
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元年の和銅献上記事を国産銅の始まりと理解し、和銅元年産出の日本の銅で鋳た「和銅開珍」こそ

「日本の銭の始と云べし」と主張する。江戸時代の古銭収集趣味の始まりとほど同時に年号和銅の

省画説が登場している点が注目される。

正徳元年（1711）、新井白石（君美）は『本朝宝貨通用事略』の中で、和銅元年の献銅を「倭国

の銅これを始とすれば年号をも和銅とは改らる」と述べ、和銅省画説に立脚して和同銭を「和銅銭」

と記し、「此時より我国の銅にて銭を鋳出し又銀銭をも兼用ひられしなり」と、貝原好古の説を踏

襲する。

ここで注意したいのは、貝原好古も新井白石も、『続日本紀』の文武２年（698）３月の因幡国

の銅鉱献上記事や、同年９月の周芳国の銅鉱献上記事に一切触れない点である。

この史料を無視した理由は定かではないが、和銅元年献上の和銅を『続日本紀』が「自然に作成れ
な

る和 銅」と記すにもかかわらず、これを無理やり 倭 の銅と解釈したことによる自家撞着で、和
にぎあかがね やまと

銅産出を慶祝する改元の詔の誇大な表現に惑わされた結果と考えられる。

正徳３年（1713）に成立した寺島良安の図解百科辞典『和漢三才図会』も、概ね好古や白石の説

に沿い、本朝銭の始まりについて、和銅以前の銭貨は中華より来る金銀銅で鋳銭されたが未だ文字

がなく、和銅元年の武蔵国からの和銅献上によって、本朝銅銭の始まりである有文の「和銅開珍」

が鋳造されたと記述する。ここにおいて、和同開珎は国産銅による初めての銭文をもつ銭と定義さ

れ、近世中期以降における初期貨幣に関する通説の形成に大きな影響を与えることになった。

このように、国学や儒学者による本朝銭貨の始まりに関する認識は、顕宗紀以来の貨幣関係記事

を無批判に受容しながらも、和銅元年の和銅献上を国産銅の開始と考え、和同開珎を国産銅で鋳造

した銭貨の始まりと理解する点に特色がある。これは、貝原好古が「和銅開珍の銭、今の世に猶残

れり」と言うように、古銭収集の始まった17世紀の後半頃に、和同開珎が身近に伝存したこと、年

号「和銅」に音通する「和同」を、年号の省略と見なしたことによる。和同開珎は「和銅開珍」と

記され、現存貨幣中最古の銭貨と位置付けられることになった。ただし国学者や儒学者による研究

は、当時発達し始めた古銭研究と直接連結することはなかった。

18世紀に入ると、『和漢三才図会』普及の影響もあり、享保14年（1729）の序をもつ中谷顧山の

『銭寳鑑』が、「始テ和同銭ニ文字ヲ鋳成スコノ故ニ日本銭ノ始メニ記ス」と述べるように、和同

開珎は国産銅による初めての有文銭と認識され、銭譜類の冒頭を飾るようになる。

18世紀後半になると、国学と古銭学の研究が接近し、国学的な考証を含む古銭書が数多く登場す

るようになる。安永２年（1773)に成立した宇野宗明の『続化蝶類苑』、安永３年（1774）刊行さ

れた藤原貞幹の『銭譜』、天明元年(1781)の序をもつ芳川維堅の『和漢泉彙』、天明元年（1781）

の源龍橋（朽木昌綱）『新選銭譜』などが代表的なものである。

古銭趣味が全国的に流行した19世紀に入ると、文化４年（1807）に狩谷棭斎の『銭幣攷遺』、文

化12年(1815)に草間直方の『三貨図彙』、文政10年（1827）に近藤守重『銭録』、天保２年（1831）

の穂井田忠友『中外銭史』など、古銭研究の面目を備えた銭書が相次いで刊行される。

中でも『三貨図彙』は、当時の貨幣史、金融史、物価史、貿易史に関わる史資料を集大成した古

銭学・経済史の大著で、江戸時代の古銭研究の到達点を示している。直方の初期貨幣観に目を向け

ると、和同開珎の関係史料を網羅した上で、「和銅元年正月、献ル所ノ銅ヲ以テ、銭ヲ鋳サセラル、

則文ハ和同開珍ナリ」と、従来の通説を踏襲し、武蔵国秩父郡献上の和銅で和同開珎を鋳造したと

する。しかしながら、文武２年の因幡、周芳からの銅鉱献上記事の取扱いには苦慮したようで、「是

和銅ナランカ、然レドモ鍛錬ノ術ヲシラズ、无用トナレルカ」と記し、その後に習得した鍛錬技術

で、元明朝に武蔵国産出の銅鉱の熟銅化に初めて成功し、鋳銭を行ったと苦しい説明に終始する。

これは白石の「倭銅」同様の強弁であり、和同開珎に対して、敢えて初の国産銅による鋳貨として

の意義を付与せねばならぬところに、この時期の和同開珎論の矛盾と葛藤を見ることができる。顕
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宗紀以来の貨幣関係史料がありながら、現存銭貨中に和同開珎を遡る確実な銭貨を見出すことがで

きないという悩みが、国産銅による初の銭貨の地位を和同開珎に与えることで、わが国最古の銭貨

に関する知的興味を充足させることになったのであろう。

一方、狩谷棭斎の『銭幣攷遺』や近藤守重の『銭録』（棭斎共纂）では、和同開珎の分類研究の

著しい進展が見られる。安永３年（1774）の藤原貞幹の『銭譜』は、和同開珎を銭質と形などから

５種に分類するが、『銭幣攷遺』や『銭録』では、輪郭や字文、形制、銭質などから銀銭を５種、

銅銭を７種に細別し、その諸特徴を明記する。また『銭幣攷遺』は、形制と字文が銀銭に類する銅

銭を初鋳の銅銭とし、開元通寳に類似する制作精妙な細縁の銅銭を、「特に銭工の妙手を擇びて鋳

作するものなり」と推測する。この推測が、後の研究者によって、唐の銭工を招聘したという憶測

へと発展するが、未だ古和同、新和銅という名称区分はみられず、銀銭の銭文や形制に一致する銅

銭を初鋳銭とする視点が確立し始めた点が注意される。なお、棭斎は『皇国泉貨通考』で、開珎の

「珎」字を「寳」の省字とする説を初めて提唱する。

以上のように、17世紀後半から18世紀にかけては、和銅元年に初めて国産銅（和銅）が献上され、

それによって本朝銅銭の始めとなる「和銅開珍」が鋳造されたという通説が広く流布したが、この

通説に初めて疑義を唱えたのは穂井田忠友の『中外銭史』である。忠友は、和銅元年発行の銭貨の

銭文を続紀が明記しないこと、また現存する和同開珎も何時鋳造されたもの記録が皆無であること

を指摘し、和同開珎に後続する萬年通寳以下の六七銭が銭文に年号を採用しないこと、また一つの

省画例もないことを根拠に、通説を支える年号省画説を否定する。そして和同の銭文は、『国語』

周語の「財を用うるに乏しからざれば、民は以て和同す」から採用したもので（この説は朽木昌綱

の『新撰銭譜』（天明元年）の序文で北村長理が提唱したとされる）、年号和銅に通音させたとい

う画期的な新説を提唱した。ここに和同非省画説が登場し、銭文和同を年号和銅の桎梏から解き放

つ条件が用意されたことになる。

ただし忠友も、年号「和銅」と銭文「和同」の音通は否定しがたく、「而るに世、久しく以て和

銅年製となせば、今しばらく従う」と、和銅元年発行説を覆すまでには至っていない。近世にあっ

ては、年号と銭文の音通こそが和同開珎和銅元年発行説を支える唯一の論拠であったことが分かる。

さらに忠友は、文武２年の因幡国の銅鉱献上記事を掲げ、和銅元年献上の和銅を倭銅の始まりと

した新井白石説に痛烈な批判を加え、元明朝産出の和銅は自然銅であり、和銅改元を真精の銅の産

出を祝った改元と推考する。実証主義に徹した忠友の厳しい史料批判により、和同開珎が国産銅で

鋳造した銭貨の始まりとする通説の矛盾点が浮き彫りになるが、依然として和同開珎以前の銭貨の

実体は不明であり、古銭収集家の増加に伴う和同開珎の収集熱は継続したようである。

忠友は和同開珎の銅銭を６種、銀銭を３種に分類するが、この時期には「踢畫大字」「踢畫細縁」

「普通」「昂和」「降和」「廣穿」などの分類名称が成立している。

安政２年（1855）刊行の中川積古斎の『和漢稀世泉譜』は、書名のように珍奇な銭貨を集めた銭

譜で、積古斎は、和同開珎の銭文に関しては年号省画説に立ち、銅銭に銅の字を重ねることを避け、

音通する同字に代えたとする。さらに「珎ノ字ハ、寳ト云字也。ウト貝ト省画シテ、推知スベシ。

則和同開寳ト言意ナリ」と、珎もまた寳の省画とする狩谷棭斎の説を支持する。この説は後述する

成島柳北に引き継がれ、江戸時代の普及していた「ｶｲﾁﾝ」という読みに対して、「和銅開寳」（ﾜﾄﾞ

ｳｶｲﾎｳ）説として成長することになる。



- 402 -

２．開炉祝賀銭としての和同開珎

中谷顧山の『銭宝鑑』は、和同駒銭を上古の銭とする当時の俗説を糾すが、和同開珎が元明朝以

降、近世に至るまで世々鋳造されたとする。また安永２年（1773）に宇野宗明が前田正甫の『化蝶

類苑』に注釈を加えた『続化蝶類苑』は、「和同ハ銭座免許ノ時先初ニ和同銭ヲ鋳ル依テ後鋳ノ者

多シ」と述べており、各地に置かれた寛永通寶の銭座が、開炉祝賀のために和同開珎の模倣銭を鋳

造したとする。これは芳川維堅が「コレ其始ヲ祝スルノ義ナルベシ」と『和漢泉彙』で指摘するよ

うに、和同開珎が本邦最初の銭貨であるとの認識に基づいた行為であろう。そうした記念貨の鋳造

が、寛永13年（1636）の寛永通寶公鋳の銭座開設以降、どの時点から始まるのか、和同開珎に対す

る認識の深化に関わる興味深い点であるが、それらに言及した書は皆無であり、わずかに朽木昌綱

が寛政２年（1790）刊行の『新撰泉譜』で、寛永寛文の間（1624～1672）に私鋳されたと指摘する

のみで真偽のほどは定かではない。明治時代になると、成島柳北は「新鋳和同」に分類して寛永銭

座の楽銭とするが、今井風山軒は皇朝十二銭鋳造時の祝爐銭を想定するなど、その解釈は大きく揺

れ動き、その真偽のほどは定かではない。

なお藤原貞幹の『銭譜』は、江戸時代に伝存した和同銀銭を全て贋作品とする。

３．明治時代の和同開珎論

明治政府の修史事業の一環として、大蔵省紙幣寮が明治７年から編纂に着手した『大日本貨幣史』

は、文武３年に「始メテ鋳銭司ヲ置ク」という記事がありながら、それを遡る持統８年に鋳銭司を

拝すとあるのを不審としつつも、持統８年段階では未だ官員などが定まらず、文武天皇の時に始め

て官員を置いたという説を紹介し、外国から奉貢した銅を原料に鋳銭を行ったと推測する。これに

対して和銅元年発行の銀・銅銭は、「和同開珍是ナリ」銭と記すのみで詳細な記述がないが、年号

省画説に立ち、また「開珍」説に依拠する。

明治政府の修史事業のもう一つの柱として、文部省が明治12年から編集に着手した類書『古事類

苑』「泉貨部」は、和銅元年発行の銀・銅銭について、「按ズルニ、和同開珎銭ノワドウハ、即チ

和銅ニテ、当時和銅ヲ或ハ和同ニ作リシナラン」と年号省画説に立ち、その証左として経国集や僧

尼令集解にみえる和銅の省画例を挙げる。また「狩谷掖斉ノ説ニ、開珎ノ珎ヲ寳ノ字ノ省字ナリト

云ヘドモ、珎ハ即チ寶ナレバ、必ズシモ寶ノ省字ト為スヲ要セザルニ似タリ」と、『大日本貨幣史』

同様、江戸時代以来大勢を占めた「開珍」説を支持する。

一方、明治時代を代表する泉譜である成島柳北の『明治新撰泉譜』は、その例言で和銅元年発行

の銀・銅銭にふれ、「和同開珎ハ和同開寳ト読ムカタ正シカル可シ同ハ銅ノ略ナレハ珎モ亦寳ノ省

文ナリト考フ開珍ト云フハ妥当ナラサル語ナリ」と、「和同開珎」が和銅開寳の省文であることを

強調する。この説は狩谷棭斎や中川積古斎が提唱した説であるが、同時代の今井風山軒や大正・昭

和期の水原韻泉、浅田澱橋、黒田幹一、遠藤萬川、原三正らに受け継がれていく。

さらに柳北は、明治17年に『古泉鑑識訓蒙』を著し、「開珍ニテハ意味ヲ為サス陋極マレリ」と

開珍説を批判し、古和同を元明朝の初鋳銭と位置付け、普通の和同と区別する。この初鋳銭が不完

全であったために、「支那ノ良工ヲ傭ヒ伝習シテ更ニ鋳造セシ者」が普通和同であると推測し、開

元通寳と製作や文字が酷似する点をその証左とする。やがてこの推測は、大正・昭和期の論争を通

じて、何ら根拠がないままに「養老四年に唐の鋳銭工人を招聘して新和同を鋳造した」という通説

へと発展する。

また明治21年に刊行された今井貞吉（風山軒）の『古泉大全』は、和銅元年発行の和同開珎を「本

邦鋳銭文之始」と位置付け、それ以前の銭貨を無文銭と理解することで、一定の合理性を有してい

る。和同開珎については、同は銅、珍は寳の省文とする柳北の説を踏襲し、後世開爐のたびに和同
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開珎を鋳造したのは、その始めを祝賀する祝爐銭の意味であるとの説明を加える。

４．「和銅以前に和同あり」和同開珎和銅以前発行説の登場

『中外銭史』に端を発した和同開珎の発行年をめぐる疑義は、明治20年代の後半から30年代前半

にかけて、「和銅以前に和同開珎あり」とする説に成長する。その嚆矢となった論考は明治29年（1

897）に発表された岡田村雄の「十二銭時代」である。岡田は、天武紀の銀・銅銭と、持統紀の鋳

銭司任命記事を、「案ずるにこれ一種奇怪なるものにあらずして今日古和同と俗称する銀銅制の和

同開珍之ならん」と推断し、その論拠として以下の諸点を掲げる。

①和同開珍の発行時期を明記した金石書籍は皆無であり、和同と年号和銅の関係を重視して元明朝

と断定する理由証左はない。

②和銅２年正月の詔に「向者頒銀銭以前銭又銅銭並行此」とあり、元年以前に古和同銀銭が行われ、
．．

和銅元年に新式の和同銀銭が行われたと想像できる。

③和銅元年の詔の銀・銅銭を「始行」とあるのは、催鋳銭司という新官制発布後の新銭を意味する。

④和銅元年に和同開珍が発行されたのならば、後世の事例からみて、その銭銘が正史に記録されて

しかるべきであるが、萬年通寳改鋳に至るまで正史に一切銭銘がみえない。

⑤和銅２年正月の詔は盗鋳公私を紛乱すると述べるが、和銅元年の銀・銅銭発行後わずか４、５ヶ

月で盗鋳が公私を紛乱する状況を想定しがたい。

⑥和銅以前の銀銭を無文平夷のもの（無文銀銭ｶ）とすると、天武朝から和銅元年まで凡そ30年間

行われたはずであり、わずかに１カ年しか発行されなかった和銅銀銭に比べて、はるかに数が少

ないのは信じがたい。

⑦和同の銭文は年号の和銅とは関係がなく、銀銭に銅字を付するのを忌みて省文したとする説は附

会にすぎない。

⑧武蔵国秩父郡献上の和銅で和同開珎を作ったとする説は、古和同銭に同范もしくは同母銭で制作

された銀銅両銭が併存することから自己撞着に陥る。

⑨和同開珎の銭文は、銭制の模範となった開元通寳の「志想を胚胎」した熟語であるが、唐や以前

の類例に準拠せずに新機軸を出した銭文である。

以上のように、岡田は従来の和同開珎研究の矛盾と盲点を突き、古和同銭が天武朝に創鋳された

という説を提唱する。②の「前銭」の誤謬が立論に大きく影響するものの、和同開珎和銅以前発行

説の登場当初から、その主要な論拠が体系的に呈示されている点は注目される。岡田は、顕宗紀の

銀銭記事を日本書紀編纂時の飾文と見なし、天武紀の銀・銅銭記事を貨幣に関する最古の記録と位

置付け、それに該当する銭貨として、現存銭貨中最古の確実な銭貨、古和同銀・銅銭をあてたので

ある。

この説は、従来の通説を覆す破天荒な説であったが、当時の懸案事項をより合理的に説明しうる

新説として、古銭研究者の間に急速に浸透することになる。しかしながら実物の銭貨に即した説明

がなかったために、天武朝と和銅元年の銀銭の実体が不明瞭なまま、その後にこれを支持する研究

者達の恣意的な解釈を生み出すことになった。

明治34年に刊行された三上香哉・榎本文四郎の『皇朝泉志』は、和同開珎和銅以前発行説に準拠

した初の銭譜である。ここでは古和同の銀・銅銭を分離して、銀銭を元明朝、銅銭を天武朝にあて

るなど、岡田の主旨とは異なった方向に発展する。「皇朝泉志解説」によると、古和同と普通和同

の文字製作の違いから、古和同銅銭を天武朝の銅銭と位置付け、その銭文「和同」を「日本（大和）

の銅」と解釈し、年号「和銅」を省画した元明朝の銭文「和同」とは、「文字同一にして、意味異
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なる」ものと推断する。このため銀銭が「日本の銅」の銭文を冠するとは考えがたく、古和同銀銭

は元明朝の銀銭であるという奇妙な結論に至る。天武朝に古和同銅銭、元明朝に古和同銀銭と普通

和同の銅銭が発行されたという奇抜な説であるが、榎本文城は明治36年に貨幣収集の入門書『日本

の貨幣』で、この説を広く喧伝する。顕宗紀の銀銭が天武朝以降も継続的に使用され、和銅元年に

和同銀銭と代えられたという従前の説に縛られた結果、この不自然な結論に至ったのであろう。さ

らに榎本は、元明朝の銀銭が天武朝の銅銭を模範に製作された可能性を指摘し、「されど製作面白

からずとして、支那より銭工を雇来り鋳銭なさしめ」、普通（新）和同を製作したと説明するが、

これも単なる憶測にすぎない。

以上のように、和同開珎和銅以前発行説は、天武朝に銅銭使用記事がありながら、現存古銭中に

それに該当する銭貨を見出すことができないという苦悩が生み出した憶説であり、現存貨幣中最古

とみられる古和同銭を天武朝の銭貨に繰り上げることによって、問題の解決を図ろうとする窮余の

策であった。その当初から「和同」の銭文の理解と、和同銀銭の扱いをめぐって、大きく解釈が揺

れ動いたことが分かる。

５．大正・昭和戦前期における和同開珎論

日清、日露戦争を経て近代国家へ成長を遂げた大正時代になると、古和同銭の細分が研究が行わ

れ、実物の銭貨に即した和同開珎和銅以前発行説が展開されるようになる。

大正４年（1915）、考古、民俗学者の山中笑は『考古学雑誌』に「本邦最初の泉貨に就て」と題

する論文を発表し、考古学界に初めて和同開珎和銅以前発行説を紹介した。山中は岡田の論拠に加

え、新たに考古学的資料を掲げて和同開珎和銅以前発行説を補強する。すなわち、①元禄12年に発

見された和銅元年11月の墓誌銘を伴う下道國勝弟國依朝臣右二人母夫人之骨蔵器中に古和同銅銭が

納められていたこと。②和銅３年に建立された興福寺金堂の須弥壇から発掘された和同開珎114枚

は、銭文の明瞭な87枚のすべてが新和同で12様に分類でき、和同初年に既に多くの種類の新和同が

存在すること、をもって和銅以前に古和同が用いられた証左とした。山中は、年号省画の立場に立

つ成島柳北の「和銅開寳」説を批判し、『国語』周語から「和同」の佳語を採用したとする穂井田

忠友説を支持して、「和同開珍と読むべき」と主張する。ここに和同開珎和銅以前発行説と和同吉

語（吉祥句・佳語）説が結合し、以後の論争の主要な論点となる。

山中の論考には、神亀６年（729）の墓誌を伴う小治田朝臣安萬侶墓から出土した和同銀銭を当

時のもと指摘しながらも、新和同には「銀鋳を不見」と記すなど、元明朝に発行された銀銭の説明

が欠落しており、榎本・三上説と同様に、和同元年発行の銀銭と和銅２年正月詔の「前銭（銀）」、

天武紀の銀銭の関係が不分明であり、和同開珎和銅以前発行説が抱える最大の弱点を有していた。

大正10年には、古和同と新和同の年代観を逆転させ、新和同を文武朝鋳銭司の鋳造銭貨、古和同

を元明朝発行の銭貨とする藤井栄三郎（深藪庵）の異説「日本最古の貨幣を論じ和同開珎の新古に

及ぶ」が、『貨幣』誌上に七回にわたって連載されている。深藪庵は、文武朝に新和同の鋳造が始

まり、これに平行して河内鋳銭司が和銅元年から翌年８月までの期間古和同銀・銅銭を鋳造し、そ

の後は西の長門鋳銭司と並んで近江鋳銭所が新和同を鋳造したと考えるが、その立論の最大の誤謬

は、河内鋳銭司を寮に准じた和銅２年８月の太政官処分を、太政官が河内鋳銭司を廃止（処分）し

たと誤解した点である。

しかしながら、鷲田呆仙（信一）は、この深藪庵の説を実物銭貨の上から実証しようと「和同銭

の実物上に於ける年代別」試みたのが、である。鷲田は、銭文「和同」を親睦の意味、「開珎」を

開通元寳に因んだ「開寳」の省略と考え、天武紀の銅銭を開通元寳、銀銭を和同銀銭と推定する。

この天武朝の和同銀銭は公鋳銭ではなく、有識階級が開通元寳に倣って工人に鋳造させたもので、
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それが一部の間で流行したために、詔勅でそれを禁じる事態となったと推測する。和同銀銭民間鋳

造説とでも言うべきこの説は、その後も多くの研究者によって受け継がれていく。鷲田説の最大の

特徴は古和同銭の細分化作業にある。古和同銭の諸特徴を分解した結果、和銅元年に河内鋳銭司が

鋳造した四種の古和同銀・銅銭、天武朝の二種の和同銀銭を摘出できたとする。前者は同一范の銀

・銅銭が存在するもの、後者は銀銭のみで銅銭の存在を確認できないものである。また文武朝に長

門鋳銭司が鋳造した陶范の新和同と、河内鋳銭司廃止後に近江・長門・周防鋳銭司が鋳造した泥范

の新和同を区別するが、その分類根拠は必ずしも明確でない。こうした書体の微細な差異や、銭風、

銅質、鑢痕などに基づく机上の分類作業は、古銭研究者の本領ともいえる分野である。その微妙な

差異が一体何に起因し、何を反映するかを見極める必要があるが、分類作業は一見客観性を担保す

るかに見えるため、その後の研究はさらに古和同銭の複雑な分類作業へと向かうことになる。

以上のように、和同開珎和銅以前発行説は解釈を二転三転させながら、次第に複雑な内容となる。

こうした煩雑な理解を払拭したのが大正11年に『貨幣』誌上に掲載された金臺仙人（田中啓文）の

「私の和同銭観」である。田中啓文は、天武紀の銀・銅銭に不隷開の古和同銀・銅銭、元明朝の銀

・銅銭に隷開の古和同銀・銅銭をあて、隷開古和同を不隷開古和同と隷開新和同の過渡期に位置付

けたのである。短い論考であったが、和同開珎和銅以前発行説が紆余曲折しながら生み出した諸矛

盾を解消する明快な解決策が提示されることになった。これ以降、金臺仙人説は、大正14年の三村

僩「日本最初の鋳貨」や、大正15年の入田整三「本邦最初の銭貨と皇朝十二銭」、昭和６年の平尾

聚泉（賛平）『新定昭和泉譜』などによって支持され、次第に和同開珎和銅以前発行説の本流に成

長し、古和同天武朝創鋳説が確立する。

６．和同開珎和銅元年発行論者からの反論

新進の和同開珎和銅以前発行説に対して、水原韻泉散史と浜村栄三郎ら和同開珎和銅元年発行説

支持者からの反駁もあった。韻泉散史は、天武から文武朝の銭貨を私鋳の無文銭と漢土伝来銭と考

え、和同年号省画説に立って和同開珎を和銅元年の発行とする。韻泉散史の掲げた反証材料は、

①民間私鋳の銭文を後に官鋳銭貨に襲用する道理がない。

②持統・文武朝には私鋳和同開珎和銅元年発行説支持者からの反駁銭を禁止する法令がなく、また

和銅元年以降に見られる銭貨使用の指導や使用奨励策がとられていない。これは官鋳銭のなかっ

た証拠である。

③銭文和同は年号和銅の省画であるが、仮に国語周語などの慶語を用いたとしても和銅元年鋳造説

に支障はない。

④和銅元年に和同銀銭が発行されたのは動かせぬ事実である。

⑤和同開珎天武朝創鋳説で和銅２年正月詔を解釈すると、不隷開古和同を隷開古和同に代えたこと

になる。しかしこの僅少の差違は古銭家だけが識別できるものであって、両者を引き換えるべき

理由や必要性は認められない。したがって和銅以前に和同銀銭の鋳造はなかったというものであ

った。

古和同と新和同の関係については、銀銭の鋳造を前後２期に区別して、金臺仙人以来の不隷開古

和同→隷開古和同→新和同という変遷の年代観を繰り下げ、和銅元年から２年に不隷開古和同銀銭

が鋳造され、銀銭と銅銭の交換比率を定めた養老５年頃に再び隷開古和同銀銭が鋳造されたと推測

する。さらに新和同の鋳造は、長門鋳銭司が史料に登場する天平頃に始まり、隆平永寳が発行され

る延暦15年頃まで鋳造行使されたと推測する。その後、この年代観だけが一人歩きし、「天平和同」

の呼称や、養老５年もしくは天平年間に唐の工人を招聘したなどの臆説を生じるようになる。

昭和10年に『貨幣』誌上に発表された浅田澱橋の「皇朝鋳銭の始」がその代表的論考で、和銅元
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年に発行された古和同は、鏡作部に鋳造させたが、厚肉粗拙な不満足なものであったため、海路遙

々唐土より工人を招聘して鋳造させた結果、開元通寶に劣らぬ天平手の長門系の美銭が出来上がっ

たとする説に発展する。浅田は、和同吉語説に立脚する古和同天武朝創鋳説を批判し、和同は年号

和銅に他ならず、珎も銭文の釣り合いを考慮した寶の省画であり、「わどうかいほう」と読むべき

と主張する。

一方、浜村栄三郎が掲げた反証材料は、

①天武朝以降には中国の有文銭を知り、それを鋳造する技術もあった。もし鋳造するとすれば有文

銭のはずで、無文銭や開元通寳などではありえない。

②しかし私鋳に関する記事や実物銭貨の発見例がないので、和銅以前に実際の鋳銭はなかったと判

断すべきである。

③和銅元年段階でも銭貨不流通は甚だしく、それ以前に銭貨の行用があったとは考えられない。

④和同の銭文は、国語周語のほかに准南子「因天地之資而与之和同」、礼記「天地和同万物萌動」

があるが、年号和銅の略字で仏儒などの文字を応用したものである。珎は珍である。

⑤和同開珎和銅以前発行説に立つと、和銅２年正月の詔の「前銭（銀）に代えたり」を、銀和同銭

を銀和同銭に代えたと解釈せざるをえなくなり、何ら交換すべき理由が認められない。

⑥和同銀銭は当時の仏工派の手で砂型鋳造された日本手法の銭貨である。

と主張した。浜村は、和同開珎を萬年通寳発行までと考えるが、和同銀銭を四期（第一期銭：笹

手類。第二期銭：小口類。第三期銭：正字類。第四期銭：広穿類）に分類し、和銅初年から平安初

期にわたる鋳造を想定するなど言説に混乱と矛盾が認められる。和同開珎和銅以前発行説が混迷を

きわめたように、それに立ち向かう和同開珎和銅元年発行説も旧態を脱することができずに低迷を

続けたことがわかる。

７．『続日本紀』和銅２年正月壬午条の校訂

江戸時代から明治にかけての論者が引用した和銅２年正月壬午条は、明暦３年（1657）刊本では

「向者頒銀銭、以代前銭。又銅銭並行。」（傍点筆者）となっている。この箇所は、昭和10年の新
．．

訂増補国史大系本刊行時に、宮内省図書寮所蔵本等をもとに「前銀」と校訂され、「向者頒銀銭、

以代前銀。又銅銭並行」と改められている。これは初期貨幣関係史料の理解と解釈の根幹に関わる
．．

重大な変更点であるが、江戸時代から大正時代を通じて、多くの論者が明暦３年刊本をもとに、和

同銀銭に代えられた幻の「銀銭」を追求する結果となった。大正３年に再刊された『続日本紀』も

明暦３年（1657）刊本を原典とし「前銭」となったままであったが、標注に「前銭、官本卜本尾本

紀略作前銀」と記している。浜村栄三郎はこの註を引くものの、「前銭異本には前銀とあれど学者
、、

が最良と認定せる原本なり、是非銀にあらざればと云ふ程にもあらず本文通り解すべし」と事の重

大さを看過する。大正３年時点で「前銀」に校訂されていれば、論争もまた違った展開を遂げたこ

とであろう。

８．経済史と古和同天武朝創鋳説

古泉界で誕生した和同開珎天武朝創鋳説は、経済史や商業史、古代史研究者らの初期貨幣観にも

少なからぬ影響を与えている。

無文銀銭（上古銀銭）を一分をもって定量とした銀片と看破した内田銀蔵（明治31年『日本経済

史の研究』大正10年刊行）は、無文銀銭を天武紀の銀銭の候補に掲げるが、それは政府の公鋳品で

なく、「韓地より伝来し又は朝鮮産の銀を材料とし、我国にて私人が適宜製作し行用した」可能性

があり、和銅以前に自然に行用していた「一定量を有する銀片」で「原始的の銀銭」であろうと推
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測する。またこれに対する天武紀の銅銭は、従来議論されてきた花文、無文、禾文銅銭などではな

く、銀銭よりも遅れて国家が銅銭の鋳造を計画し、多少鋳造に着手したと推測するが、その流通状

況は証左がなく不明とするなど、今日の初期貨幣研究の論点をも見通した優れた指摘を行っている。

当時台頭し始めた和同開珎和銅以前発行説に対しては、銭文の選択には相当の因由がなければなら

ないと退け、和同の銭文が和銅の顕出と密接に関係すると見て、和銅元年初鋳の通説を穏当とした。

これに対して泉貨学との連携を標榜し、昭和８年に刊行された西村真次の『日本古代経済』は、

和同は年号の省画ではなく佳語であり、珎は珍であると考え、古和同天武朝創鋳説をもって史料と

実物銭貨の整合を説く。西村は本文中に「白鳳十二年鋳造の銅銭」、「白鳳十二年以前の銀銭」、「和

銅元年の銀銭」、「天平二年の和同開珎」という四種の和同開珎の拓影図を掲げて該当銭貨を例示

するが、キャプションだけで個別の銭貨に関する具体的説明がなく、一般読者には難解な内容とな

っている。しかも前二者が不隷開古和同の銀・銅銭、最後が隷開新和同に相当するものの、「和銅

元年の銀銭」は当時重視されていた隷開古和同銀銭ではなく、隷開を潰して不隷開に直した「隷開

和同不隷開」と呼ばれる特殊な銀銭で、田中啓文が前年に発表した「隷開和同開珎」の中で、「和

銅二年の詔令の私鋳」銭と推測した問題のある銀銭であった。このように西村の研究は、きわめて

抽象的で独善的な資料提示に終わったが、全七巻からなる大著『日本古代経済』が古和同天武朝説

を採用したことの意味は大きく、古泉界を二分する古和同天武朝創鋳説を社会経済史学の側面から

補強し助勢する結果となった。

昭和９年に刊行された細川亀一の『上代貨幣経済史』は、西村の研究方法が「『大日本古文書』

その他の根本史料を閑却」し、「動もすればヂレッタンチズムに陥り易い泉貨学者のそれと近似す

るが如き傾向が往々にして感ぜられる」と批判する。しかしながら、実物銭貨に即した西村の古和

同天武朝創鋳説そのものを否定することはできず、「和同開珎銭には、天武天皇の十一年あるひは

それより和銅元年にいたる間に鋳造されたと思はれるものと和銅元年以降に鋳造せられたものと

の、新古の二種があったものヽ如くであるが、記録に始めて現はれる我が国最古の銅銭は和銅元年

のものである」と苦しい説明を行う。

９．和同開珎の創鋳年をめぐる論争から銭文論争へ

昭和初年、収集界の巨頭として君臨した田中啓文、平尾聚泉をはじめ、古泉界の大勢は古和同天

武朝創鋳説に靡いていた。そうした中、和銅元年発行説からの反駁は韻泉散史や浅田澱橋によって

なされ、やがて黒田幹一が和銅元年発行説の論陣を張るようになる。

黒田は一連の論考で、『日本書紀』の銭貨記事に不合理な点があるとして、「或時代に於て改竄

された」可能性や、「自然潤色」「加筆誤写」の可能性を疑い、７世紀後半の貨幣関係記事を否定

する。その結果、和同開珎和銅以前発行説の根拠がなくなったと主張するが、原史料の改変や、不

合理な史資料を恣意的に切り捨てる所に、黒田の問題があった。

昭和18年の「和同銭論」では、大正10年の藤井栄三郎（深藪庵）と同様に、古和同と新和同の先

後関係を逆転させる陥穽に落ち込み、新和同中の雄大なものが和銅初期の銭貨で、古和同はその後

に何らかの事情の下に発生したとする説を展開する。これは古和同天武朝創鋳説が拠って立つ古和

同そのものの年代を繰り下げることで、和同開珎和銅元年発行説を擁護しようとした黒田の勇み足

で、黒田は同じ年に「古和同に関する一考察」を発表し、筆が滑った「意想外の新説」に対する弁

明を行う結果となった。そこでは新和同が和銅の当初から唐工などの直接指導によって鋳造された

という持説を再提起するが、古和同と新和同を別爐の鋳造品として、その先後関係の断定を避ける

方向に軌道修正が行われている。この「意想外の新説」は戦後しばらくしてから撤回され、古和同

が前期和同、新和同が後期和同と修正されることになるが、大正10年の深藪庵と同じ過ちが繰り返
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される背景に、史料と現存銭貨を整合させることができないという古銭家の苛立ちと苦悩を垣間見

ることができる。

やがて、和同開珎の創鋳年をめぐる古銭研究の対立は、互いに決め手がないまま膠着状態に陥り、

やがて問題解決の活路を和同開珎の銭文の理解に求めようとする動きへと変転する。実物銭貨に即

した研究を身上とする古銭家にとって、古和同銭の稀少性は研究を深化させる上での大きな障壁で

あり、銭文問題こそが創鋳年をめぐる論争に参画できる唯一の方法であったのだろう。

和同開珎の銭文の字義や読み方については、江戸時代以来様々に議論されてきたが、それは「和

同開珎」を何と読むのか、という純粋な疑問に端を発したものであった。明治38年には『歴史地理』

を舞台に、日置謙と由水某との間で先駆的な珍宝論争がなされているが、和同を和銅の省画とする

ことに両者異論なく、和同開珎を和銅元年発行と考える。やがて和同開珎和銅以前発行説の登場に

より、和同開珎の創鋳年をめぐる対立が「珍宝論争」を本格化させ、論争は戦後の昭和40年代にピ

ークを迎える。和銅元年発行説は「和銅」と「開寳」の省画説を支持し、天武朝創鋳説は「和同」

吉語説と「開珍」説を掲げて対峙するが、その折衷案なども登場して論争は複雑な展開を遂げてい

る。

和同開珎の銭文問題は、既に韻泉散史や浜村栄三郎が、和同が吉語であっても年号省画説は揺る

がないと、年号と吉語の音通の可能性を指摘したにもかかわらず、いつしか創鋳年をめぐる論戦の

重要な争点となり、そのいずれを支持するのか二者択一的な選択を古銭家に迫るようになる。和同

は年号和銅に他ならず、珎も寶の省画であるという和銅元年発行説の強硬な意見が、論争の火に油

を注いだのであろう。

この論争の展開については、栄原永遠男の「和同開珎の銭文」に詳しいのでそれに譲る。

10．古和同天武朝創鋳説の衰退

昭和26年、田中啓文は「鑑定上から見た古和同銭の鋳造年代」を発表し、長年に渡って収集研究

を続けた古和同の体系的な分類と編年観を提示する。田中は「私の鑑識した古和同銭は百数十枚に

及んで、日本に存在する古和同銭の大略を検討し」たと己の鑑識眼を自負するが、研究成果は大正

11年に『貨幣』誌上に発表した「私の和同銭観」を改変した内容となり、明治30年代以来二転三転

した古和同の分類と編年観がさらに変化することになる。田中は古和同の中の狭穿の不隷開、広穿

の隷開・不隷開をすべて天武紀の銀・銅銭にあて、従前通りに隷開の古和同銀銭を和銅元年の銀銭

にあてるが、隷開の古和同銅銭を銀銭の母銭と位置付け、和銅元年の銅銭を長府式の新和同に改め

たのである。その結果、天武朝の銀・銅銭が「形の大小、厚さの厚薄、重量の軽重等に各自相当に

大きな差がある。又、同種の書体にすら同じものがないと言う程、小異の変化」をもつ理由を、貴

人が仏工に鋳造させたために、一点ずつ製品を作る仏工の手癖が反映したとその鋳造技術に求めた

のである。すなわち天武朝の銀・銅銭を、公鋳の記録がないことを理由に、上層階級の貴人達が隋

・唐の銭をまねて仏工に鋳造させた私鋳銭と推考したのである。

この和同開珎天武朝創鋳説に対しては、既に大正11年に浜村栄三郎が、和銅２年正月の詔を銀和

同銭を銀和同銭に代えたと解釈せざるをえなくなり、何ら交換すべき理由が認められないとした批

判や、昭和７年に韻泉散史が、民間私鋳の銭文を後に官鋳銭貨に襲用する道理がないとする批判、

さらには昭和18年に黒田幹一が天武紀の銀銭は銀とも表現される秤量貨幣であるという批判があっ

たが、田中はこうした批判を無視して持説を展開するなど、他説を顧みない旧態依然とした論考で

あった。

田中が古和同天武朝創鋳説に固持する理由は、実品の調査に基づく鑑識上の判断による所が大き

いが、①古和同の特異な製作手法や風貌、銭質などは、新和同と一目瞭然で区別され、両者を同時



- 409 -

代の鋳造と見ることはできない。②新和同銭と一緒に古和同が発掘された事例がなく、古和同は新

和同よりも先の時代に鋳造されたことは明らかである。③皇朝銭中、和銅元年の鋳造銭貨のみに銭

銘の記録がないのは、和銅以前の銭が同形、同面文であった証拠である。④隋唐の銭貨を見、その

利用法を知って作られた銭が無文に作られる道理がなく、また詔文がそれを銀銭と呼ぶはずがない。

⑤和銅改元は銅にたよった改元であるのに、最初に発行されたのは銀銭で、その銀銭に銅の文字（省

画文字ｶ）を表したのは常識から判断して不可解である。⑥隋、唐に使いした人々が見聞した銭に

元号を冠したものは一つもなく、和同は元号とは無縁であるというものであった。古和同を天武朝

に繰り上げるべき根拠は、和銅２年正月詔の「前銭」の誤写と③にすぎず、きわめて脆弱な内容で

あったことが分かる。

30年の長きにわたって古和同天武朝創鋳説を牽引し、古和同の収集研究に精力を注いだ田中の到

達した結論は、その編年案はともかくも、古和同銀・銅銭を天武朝の貴人達が仏工に鋳造させた趣

味的な私鋳銭と見なし、それが和銅元年に公鋳銭に発展したという不自然なものであった。現存銭

貨と史料の記述の整合に苦慮した様子が偲ばれるが、およそ詔で私鋳銭の使用が奨励されるはずが

ない。和銅元年発行説の論者からの疑義も未解決のまま放置され、持統・文武朝の鋳銭司任命記事

に関する言及を欠落するなど、古和同天武朝創鋳説の閉塞感を示唆する論考であった。

だが古和同天武朝創鋳説の矛盾や欠陥を克服すべく、田中啓文の和同銭観を継承し、それを貨幣

経済史学の立場から補強した阿部謙二の「和同開珎銭覆考」が昭和34年に登場する。それは貨幣経

済史と泉貨学の成果を融合し、従前の和同開珎研究を多角的に再検証し、その総合化を企図した論

考であった。しかしながら「貨幣そのものを実際に究め」る姿勢が前面に押し出された結果、古和

同天武朝創鋳説に立脚して和同開珎の鋳造時期を５期に細分するなど、田中啓文が上記論文で否定

した分類研究の自縄自縛に陥いることになった。阿部は日本銀行に寄贈された旧銭幣館収蔵品の調

査により、和同開珎を初鋳古和同銭（天武12年直前）、次鋳古和同隷開銭（文武３年）、第三次鋳

古和同和同期銭（和銅元年）、第四次鋳新和同銭（天平２年）、第五次鋳新々和同銭（天平寳字４

年）に分類するが、付された初鋳の年代は単なる推測に過ぎない。阿部は実証科学を標榜して和同

開珎の分類研究に徹するが、これは貨幣関係史料に対応する銭貨を同定せねばならないという強迫

観念に駆られた編年作業と言えよう。

阿部の論考の中で最も注目されるのは、天武・文武朝に鋳造された古和同が、神仏への奉献用の

奉納貨幣として朝廷で製作され、やがて諸王・諸臣への賜与品にも利用されるようになり、和銅元

年の中国式貨幣制度の導入により通貨として行用されるようになったと理解する点であり、和銅以

前の銭貨を厭勝銭とする考えの淵源をここに見ることができる。

昭和43年、秋山義一「古代における銀銭の流通について」「奈良朝の銭貨政策」は、中国の用例

を参考に銀銭を厭勝品と位置付け、和銅以前の銭貨の存在を認めつつも、それらは「単に記念品又

は厭勝的な存在でしかなかった」と断じる。

その後和同開珎天武朝創鋳説は、昭和47年に東洋経済新聞社から刊行された日本銀行調査局編集

『図録 日本の貨幣』に引き継がれる。『図録 日本の貨幣』の本文の「皇朝銭時代」は、「和同銅

銭は通常鋳造時期別につぎの四種に分類される」として、古和同…和銅元年までのもの、初期和同

…和銅元年以後のもの、天平和同…天平年間以後のもの、末期和同…天平感宝～天平勝宝年代のも

のと明記する。詳細な説明がなく銭貨の実体が不明であるものの、初期和同以下を新和同としてお

り、和同開珎天武朝創鋳説は長い彷徨の末に、その提唱者である明治29年の岡田村雄説に回帰する

ことになった。

この『図録日本の貨幣』の普及版として昭和56年に刊行された郡司勇夫編『日本貨幣図鑑』（東

洋経済新報社）も、古和同天武朝創鋳説に沿って和同開珎の解説を行う。ここでは、「隷開和同」

銀・銅銭を古和同と新和同の中間に位置付け、和銅元年鋳の銭貨であることを示唆する。また古和
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同について、「和同銭は、中国の当時の銭貨である唐朝の開元通宝、乹封泉宝などの形式を採り入

れた円形方孔のもので、銀銭と銅銭とがあって天武朝の記事に符合する。ただ残念なことに『日本

書紀』にはその発行開始についての記述がまったくないので天武12年の時点ですでに存在していた

とするほかないのである」と述べる。

『図録日本の貨幣』や『日本貨幣図鑑』が、天武朝創鋳説に沿う内容の記述をしたことの影響は

大きいが、これ以降、古和同天武朝創鋳説は和同開珎の銭文論争の陰に隠れ、具体的銭貨に即した

論説が見られなくなる。それは古和同銭の稀少性に起因すると同時に、「和同開珎」を元号「和銅」

と切り離すことの不自然さや、机上における銭貨の分類編年研究の限界が覚醒され始めたことを物

語るのであろう。

11．平城京と和同開珎

古泉界が「珍宝論争」に沸き立つ昭和30年代後半から40年代にかけて、和同開珎の発行年をめぐ

る表層的な論争に終始するのではなく、和同開珎が発行された歴史の内実や貨幣流通の実態を究め

ようとする動きが古代史研究の中に生まれる。主な論考に昭和35年坂本太郎『日本全史２ 古代１』、

昭和36年の村尾次郎『律令財政史の研究』、昭和39年の佐藤虎雄「和同開珎の諸問題」、昭和42年

の岡田芳郎「和同開珎と平城遷都」「和同開珎について」などがある。

坂本太郎は、和同開珎発行の契機は、唐制の模倣や国家の儀容の整備であると同時に、新たに建

設する都城の経営上、官設の東西市における物資交易の媒介として貨幣の必要性が認識され、また

当時社会問題となった調庸の運搬者や役丁の往還の路銀として、軽貨の意義が認識されたのではな

いかと推考する。村尾次郎も和同開珎の発行目的を平城遷都に求め、空前の大規模都城の造営に必

要な資財、労働力を確保するために政府が銭貨発行を行ったと推考する。都城建設と銭貨発行の有

機的関係を洞察し、新都平城京の建設と和同開珎の発行、和銅改元が一連の政策であったことを看

破する。和同開珎はここに平城京の造営・経営のための銭貨と位置付けられることになった。

さらに岡田芳朗は、坂本・村尾の和同開珎研究を深化させ、和同開珎の発行が和銅改元と平城遷

都の三位一体の政策であったことを当時の社会状況の分析を通して論証する。特に藤原京から平城

京への遷都理由を、慶雲年間を中心に連年発生した飢饉、疫病の全国的蔓延による社会不安からの

脱出、攘災招福の呪力を求めた遷都と推考し、莫大な新都建設費用を銭貨の発行収入で捻出する政

策が立案された結果、和銅の貢上と改元、和同開珎の発行、新都造営の発表というドラマチックな

政治的演出が挙行されたと推理する。岡田は銭文和同と和銅改元詔が『詩緯』を典拠に一体的に考

案されたと考えるが、この見解はまさしく正鵠を射たものであろう。

また、昭和40年代の後半になると、流通経済史と銭貨史を両軸に据えた栄原永遠男の一連の研究

が登場し、古代銭貨の流通の実態とその財政的役割が解明され始める。その当初に執筆された「律

令国家と銭貨」「和同開珎の誕生」は、和同開珎を律令国家の支払い手段として位置付け、法定価

値を自由に決定できる銭貨を雇役丁の功直や物資購入にあてることで、平城京の造営に伴う莫大な

出費を捻出したと推考し、和同開珎発行当初の法定価値が１功＝１文に定められたことを論証する。

以上のように、和同開珎の発行が単なる唐制の模倣や文華主義に基づくものではなく、新都平城

京造営に必要な莫大な資材と労力を集積動員する手段であったことが、古代史研究者によって明ら

かにされ、和同開珎発行の歴史的意義が古代国家形成過程の中に正しく位置付けられることになっ

た。

一方、昭和30年代後半に平城宮跡の発掘調査が組織的、継続的に実施されるようになり、平城宮

・京における古代銭貨の実体が次第に明らかになると、和同開珎天武朝創鋳説の影は次第に薄くな

り、和同開珎和銅元年発行説の優位性は次第に確かなものとなる。しかしながら依然として７世紀
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後半の貨幣関係記事に見える銀・銅銭の実体は不明であり、７世紀後半の貨幣関係記事を等閑に付

したまま、わが国最初の貨幣は和銅元年発行の和同開珎とする定説が形成されるようになる。これ

は江戸時代の貝原好古や新井白石、寺島良安説への回帰現象にすぎない。具体的な銭貨に即した議

論の行き詰まりは、新たな資料の出現によって打開される必要があった。

そうした初期貨幣研究の低迷と閉塞状況は、考古学の発掘調査がもたらす新情報によって打開さ

れることになる。昭和50年代に入ると、飛鳥藤原地域や滋賀県下を中心に無文銀銭の出土例が増加

し、銭貨発生後の明器か厭勝銭と古泉界で見られていた無文銀銭が、７世紀後半の銭貨であること

が明らかになる。また昭和60年には平城京跡から富本銭が出土し、近世の絵銭と見られていた富本

銭が古代銭貨であることが確認され、明治22年の今井風山軒の指摘の妥当性が証明された。さらに

平成に入ると藤原京跡や難波京跡から富本銭が相次いで出土し、７世紀後半の銅銭である可能性が

浮上し、ついに平成10年の飛鳥池遺跡の発掘調査によって、富本銭の鋳造遺跡が明らかになり、富

本銭が７世紀後半に遡る銭貨であることが判明した。

これによって江戸時代以来、多くの研究者を悩ませ続けてきた天武紀の銀・銅銭の実体が明らか

になり、初期貨幣研究は新たな局面を迎えることになった。

12．和同開珎研究史にみる論点の摘出

飛鳥池遺跡の富本銭の発見により、長年続いた和同開珎の創鋳年をめぐる論争に決着がつき、和

同開珎和銅元年発行説は確固たるものとなった。しかしながら和同開珎の創鋳年をめぐる論争は、

初期貨幣研究の論点を明確にはしたものの、その混乱と対立の収束に当たり、いくつかの負の遺産

を残すことになった。

その第一に、浜村栄三郎が「元来書紀の誤脱多きは史家の通論なり」（浜村栄三郎「日本貨幣史の

研究（二）」『貨幣』第39号、大正11年）、黒田幹一が「書紀の銭貨記事は後人の誤写」（黒田幹一「和同

銭の問題」『貨幣』第11巻第６号、昭和42年）と述べたように、天武朝創鋳説の火消しに躍起となった

和同開珎和銅元年発行説論者たちが、『日本書紀』の７世紀後半の貨幣関係記事の信憑性を疑い、

史料を軽視する方向へ向かったことの影響である。中でも、持統・文武朝に銭貨使用奨励策が見え

ないことを理由に、鋳銭司は任命されたが実際の鋳銭は行われず、和銅以前に銭貨はなかったとす

る説が主流を占め、持統・文武朝の鋳銭司を「有名無為の機関」「実務なき官位の叙任」「官吏拝

命のみ」「本格的な貨幣発行に至る準備期間」とする解釈が通説化したが、これは和銅以前の鋳銭

司任命記事を過小評価することによって、天武朝創鋳説を否定しようとしたものである。こうした

７世紀後半の貨幣関係史料を軽視する研究態度は、やがて『日本書紀』の貨幣関係史料全体の信憑

性を否定した黒田幹一の極論にたどり着く。論争の過程で醸成された７世紀後半の貨幣関係史料を

軽視する風潮は、現在も無文銀銭や富本銭の評価にも少なからぬ影響を及ぼしているのである。

現在、富本銭を厭勝銭とする論者は、無文銀銭をも厭勝銭とみなすが、こうした厭勝銭説は、７

世紀後半の銭貨（古和同銭）を「厭勝銭」とした阿部謙二、秋本義一や、無文銀銭を厭勝銭とした

古泉界の通説の延長線上にある。 富本銭や無文銀銭の流通を疑う論者は、７世紀後半の史料に銭

貨の流通を促進させるための流通政策が見えず、銅銭と穀や布などとの換算基準が明示されていな

いことを最大の疑義とするが、この点に関しては、栄原永遠男が和同開珎の流通の画期を設定する

中で、富本銭に続く和同開珎発行当初の第一段階にも、銭貨流通の拡大を目指す政策が採られてい

ない事実を指摘している。栄原はその原因として、この段階の銭貨発行が国家的プロジェクトの支

払手段を目的とし、一般的交換手段としての機能が副次的に位置付けられていたことによると考え

る。

また換算基準ついては、近年の森明彦の研究により、和同開珎を流通させるために稲・布との換
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算率が公示されたという従来の通説的理解に否定的な見解が示されている。森は、和同開珎の価値

が唯一銀によって規定されたことを論証し、和銅元年当時に銀１分＝銀銭１文＝銅銭10文の法定価

値が定められたと推測するが、この関係は無文銀銭と富本銭に遡及できる可能性が高く、むしろ逆

に、無文銀銭と富本銭の貨幣価値が、和同開珎の貨幣価値を規定した可能性が浮上する。

第二に、和同開珎の創鋳年をめぐる意見の対立が、和同が年号の省画であるか否かの銭文論争へ

と向かったことの影響も大きい。それは「和同開珎」を何と読むのか、という今日的な問題にも深

刻な影を落としている。特に銭文論争の中で、「珎」を「寶」の省画とみるか否かの「珍宝論争」

とよばれる論争では、省画説は開元通寳が形成した東洋型貨幣の規範を重視し、「珎」は「寶」の

省画でなければならぬという主張が横行した。しかしながら同様の批判は、現在、特異な銭文をも

つ富本銭に対して向けられ、富本銭厭勝銭説の重要な論拠となっている。開元通寶の規範を逸脱す

るという批判は、その後に発行された皇朝銭や周辺諸国の銭貨のあり方から帰納された推論であり、

わが国最初の鋳貨の銭文選定時に、必ずしもそうした規範が存在したと考える必要はない。和同開

珎の銭文の意味と読みについては、次章で改めて検討する。

第三に、古和同と新和同の関係が不分明となり、先鋭化した古和同の分類研究や編年が現在に批

判的に継承されていないことである。特に新和同への移行に関しては、養老５年（もしくは天平年

間）に唐の工人を招聘して新和同を鋳造した、という何ら根拠のない通説が今も古泉界に流布して

おり、古和同と新和同の関係は十分に究明されていない。

このように和同開珎に関する従来の研究成果や通説的理解にも再検討が迫られており、無文銀銭

と富本銭を母胎に、和同銀・銅銭が発行された歴史的経緯や、律令国家の初期貨幣政策の解明に向

けて、さらなる研究の深化が求められている。

〔引用・参考文献〕

引用・参考文献は省略した。本論は『日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ2004－

Ｊ－14』として2004年４月に公開された松村恵司「日本初期貨幣研究史略―和同開珎と富本銭・無文銀銭の

評価をめぐって―」の和同開珎に関する部分を要約したものである。ディスカッション・ペーパーの「日本

初期貨幣研究史略」は、その後、『金融研究』第24巻第１号、2005年３月18日発行、に同名で再録されている。

文献の出典については「日本初期貨幣研究史略」、『日本書紀貨幣研究文献目録（稿）』を参照のこと。
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Ⅱ：和同開珎の銭文考

１．はじめに

和同開珎の銭文に関しては、膨大な研究の蓄積があり、論点も多岐にわたるが、これを「ﾜﾄﾞｳｶｲ

ﾎｳ」と読むのか、「ﾜﾄﾞｳｶｲﾁﾝ」と読むのか、という基本的な銭名の読み方すら決着をみないのが現

状である。

『続日本紀』は、和銅元年正月、武蔵国秩父郡の和銅産出を記念して、年号を「慶雲」から「和

銅」へと改元し、その年の４月に銀銭を、７月に銅銭を行うと記すが、この時に発行した銭貨の名

を明記しないことが問題の発端となっている。しかしながら古銭研究が始まった江戸時代から、和

銅元年発行の銀・銅銭は、年号の「和銅」と音通し、銀・銅２種の銭貨が存在する和同開珎である

と考えられてきた。ただし「珎」を「珍」の俗字とする「開珍」説と、「寳」の省画とみる「開寳」

説が長らく対峙し、その対立は現在に及ぶ。省画説は、「和同」を年号和銅の「銅」字の金偏を省

略したもの、「珎」を「寳」字のウ冠と貝字を省略したものと考える。特に開寳説は、四文字銭文

の末尾を寳とする開元通寳の規範を論拠に掲げ、開元通寳の首尾をとり、年号和銅と合成した「和
． ．

銅開寳」と解釈するが、この説は古銭研究者をはじめ一般にも広く受け入れられたようである。

この年号省画説に対して、天保２年（1831）に穂井田忠友が和同吉語説を提唱し、その後の和同

開珎の銭文研究に大きな影響を与えた。和同吉語説は、「開珎」を「開珍」と理解するが、開元通寳の「開

元」が吉語（吉祥語・佳語）であるように、それを模範とした和同開珎の「和同」も吉語と解釈す

るのが自然である、という考えに立脚する。その後、漢籍の中から「和同」の用例が数多く探索され、

出典をめぐる議論も深まるが、同時に和同吉語説は、銭文研究の域を脱して思わぬ方向へと展開する。そ

れは吉語説が、銭文「和同」を年号「和銅」の桎梏から解き放ったために、和同開珎の発行年を和銅元年以

前にさかのぼらせようとする動きが台頭し、それが字義論争とリンクしたことによる。その経緯は先に見たとこ

ろであり、和同開珎の字義論争は、いつしか和同開珎の発行年をめぐる論争へと転化し、出口の見えぬ迷

路へと入り込んでしまった。

このように、和同開珎の読みが「ﾜﾄﾞｳｶｲﾎｳ」「ﾜﾄﾞｳｶｲﾁﾝ」のいずれであるのか、という最も基本

的な問題の背後には、和同開珎の創鋳年とリンクした複雑な字義論争が絡んでおり、現在も高校教

科書が両者の読みを併記するのは、この論争を考慮してのことである。しかしながら、富本銭の発

見を契機に、和同開珎天武朝発行説の成立しないことが明白となり、和同開珎の字義をめぐる議論も、

新たな視点から再整理される時期にきている。

２．和同開珎の読み

「和同開珎」が当時どのように読まれていたか、という問題に積極的に取り組んだ栄原永遠男は、

経典跋語、計帳、墓誌、木簡、その他の金石文など、奈良時代の人々が書いた第一次史料を対象に、

年号「和銅」が当時どのように表記されているか、また「寶」と「珎」がどのように使い分けられ

ているかについて、綿密な史料調査を行った。その結果、当時の文字史料に、「和銅」を「和同」

と省略した例が一例もないこと、同様に、「寳」や「寶」を「珎」と省略した例はなく、「珎」を

「ﾎｳ」と発音した事例も認められないことを明らかにしている（栄原永遠男「和同開珎の銭文」『日本

古代銭貨流通史の研究』1993）。年号「和銅」を「和同」と記した例として、長らく省画の論拠に挙

げられてきた『経国集』や『令集解』は、いずれも後世の編纂物の写本であることから、当時の用

法を知ることにはならない。また「寳」を「珎」と省略した唯一の事例として注目されてきた東大

寺伎楽面の「天平勝珎四年」の墨書も、近年の栄原の再調査によって、「天平勝寳四□」であるこ

とが判明するなど（栄原永遠男「東大寺伎楽面の墨書―和同開珎のよみ―」『出土銭貨』第15号、
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2001）、「珎」を「寳」の省画とする説はその根拠を失いつつある。「珎」字は、「珍」の通字もし

くは俗字とされ、後漢時代の文字学の書『説文解字』は「珍とは寶なり」と説明するが、少なくと
せつもんかいじ

も和同開珎が使用された奈良時代には、「寳」と「珎」は別字であり、「寳」と同じ意味をもつ「珎」

字が意図的に選択されたとみなければならない。「珎」は「珍」の通字または俗字として「ﾁﾝ」と

発音され、「和同開珎」が「ﾜﾄﾞｳｶｲﾁﾝ」と読まれていたことを同時代の文字史料は示しているので

ある。

このように、現在では「開寳」説の成立する余地はなく、また７世紀後半の銭貨の実体が明らか

になった以上、「和同」も年号と音通する吉語とみるのが妥当であろう。

３．吉語「和同」の出典をめぐる議論

漢籍にみえる「和同」の語句は、これまでに多くの用例が探索されている。それらを列挙すると、

『国語』周語の「財用不乏、民以和同」（財用乏しからざれば、民以て和同す）、『礼記』月令の「天気下降、地気
ら い き

上騰、天地和同、草木萌動」（天気下降し、地気上騰し、天地和同し、草木萌動す）、『准南子』主術訓の「因天
ほうどう え な ん じ

地之資、而与之和同」（天地の資に因りて、之と和同す）、同書俶真訓の「万物和同者、徳也」（万物和同する
よ

は、徳なり）、『春秋左氏伝』成公十六年の「民生敦厖、和同以聴」（民生敦厖にして、和同して以て聴く）、『呂
とんぼう

氏春秋』盂春紀の「天地和同」、『史記』滑稽東方朔伝の「上下和同」、『漢書』吾丘寿王伝の「布恩施

恵、六合和同」（恩を布き恵を施して、六合和同す）、『詩緯』の「天下和同、天瑞降、地符升」（天下和同
し

し、天瑞は降り、地符は升る）などの吉語である。また日本の律令の条文中にも、経済的用語として
のぼ

散見され、相互の合意という意味で「和同」が使用されている（藤井一二『和同開珎』中公新書1011,

1991年）。

これら和同の用例は、当時の知識層に広く知られたものであり、その出典を特定することは容易

ではない。しかしながら諸説の中で、最も可能性が高いと思われるのは、平城京の造営と和同開珎

の発行、和銅改元、という三者の密接な関係を指摘し、『詩緯』を出典とする岡田芳郎の説である

（岡田芳郎「『和同開珎』について」『女子美術大学紀要』１,1967年）。

岡田は、和銅改元時の元明天皇の詔にみえる「此の物は、天に坐す神・地に坐す祇の相うづない奉
あめ ま くに かみ まつ

り福はえ奉る事に依りて、顕しく出でたる寳に在るらしとなも、神ながら念し行す。是を以て、
さき よ うつ い たから おもほ め ここ

天地の神の 顕 し奉れる瑞 寳に依りて、御世の年号改め賜ひ換へ賜はくと」という表現が、『文
あめつち あらは しるしのたから み よ か

選』曲水詩序注に引かれた『詩緯』の「天下和同し、天瑞は降り、地符は升る」に類似する点を重

視する。つまり、貢上された和銅を符瑞に擬したことが明らかで、年号「和銅」と同音の吉祥語「和

同」が相互に関連し、年号の出典と銭文の典拠が同一であると考える。和銅産出が讖緯説でいう「天

地の神々の善政に対する瑞物」と考え、「天下和同」により「天瑞は降り、地符は升り」和銅産出

という符瑞がもたらされたと理解するのである（岡田芳郎「和同開珎と平城遷都」『古代』第50号,早稲

田大学考古学会,1967年）。

ただし年号を和同としなかったのは、「眼前の鉱物にひかれたもの」で、銅銭発行計画が進行し

ていたために、自然銅の貢上に特別な意義をもたせたと解釈する。そして、「和銅の貢上と改元、

瑞祥の出現と改元の呪力によって文武朝の飢疫の恐怖の時代からの脱出、新時代を象徴する銅と銀

を原料とする貨幣の発行、そして新都造営の発表というドラマチｯクな演出は、実は脚本を時間的

に逆に展開させたもの」と推理する。

和銅改元の詔が『詩緯』を下敷きとし、同時に『詩緯』が銭文和同の出典となったとする

岡田の説は、まさに正鵠を射たものであろう。また、和同開珎の発行が新都造営の財源確保

を目的に計画され、これらの方針を宣明するために和銅改元がなされたとする見解も卓見と
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いえる。しかしなぜ年号を和同とせずに、和銅としたかについては、和同開珎の銀銭が銅銭

の発行に先立つ歴史的経緯があるが故に説得力を欠き、銭文選定の理由についも、「なぜ和同

が選ばれたかやはり解明されていないままである」との批判（森明彦「和同開珎の基礎的考察―和

同なるものの意味―」『日本古代社会の史的展開』塙書房、1999年）がある。その原因は、銭文「和同」

の解釈のみに終始し、「開珎」と一体的な解釈がなされなかったことによる。

４．「開珎」の意味をめぐって

「開珎」の意味に関しては、古くから隆平永寳発行時の詔の一節が注目を集めてきた。すなわち、

桓武天皇は延暦13年（794）に都を長岡京から平安京に遷し、翌々15年に「隆平永寳」を発行した

が、この新銭発行時の詔の冒頭にある「周朝撫暦。肇開九府之珎。漢室膺期。爰設三官之貨。」（周
． ．

朝暦を撫で、肇めて九府の珎を開き、漢室期に膺り、爰に三官の貨を設く）という１節である。詔の内容
な はじ あた ここ

は、自然に定まった暦のめぐり合わせによって、周王朝が財政を司る九つの役所に必要な「珎」を

開き、また漢王朝は（私鋳の横行を防ぐために郡国での鋳銭を禁止して）、中央の鋳銭担当官署で

ある上林三官が「貨」（五銖銭）を鋳造したという意味である。

この詔の「珎を開く」という字句が「開珎」に通じる可能性があることは、山中笑（「本邦最初の

銭貨について」『考古学雑誌』5-5、1915年）や林正治（「和同開珎の呼称について」『歴史学研究』7-9、193

7年）、黒田幹一（「和銅銭文考」『考古学雑誌』61-1、1975年）らによって注目され、様々な解釈がおこ

なわれてきた。

「肇開九府之珎」という表現は、後漢の班固（32～92）が著した前漢王朝の歴史書『漢書』食貨

志を下敷きとする。『漢書』食貨志は、中国の貨幣の始まりについて、「太公為周立九府圜法。黄

金方寸而重一斤。銭圜函方軽重以銖。」（太公周の為に九府の圜法を立つ。黄金は方寸にして而して重さ

一斤。銭は圜にして函方。軽重、銖を以ってす。）と説明する。太公とは太公望で有名な周の名相呂 尚
りょしょう

のことで、圜は圓と同字で銭貨を意味する。また九府とは、周王朝の財政を司る九つの役所（太府、

王府、内府、外府、泉府、天府、職内、職金、職幣）をさし、「圜法」は円滑に貨幣を運用する制度を

意味する。食貨志の大意は、大公が周王朝のために、黄金の規格を定めたり、「銭は圜にして函方」、

すなわち銭貨の形状を外形が円で方形の孔をもつ「円形方孔」に整え、銭貨の交換価値を重量（両

銖制）で明記した貨幣を発行するなど、九府通行の貨幣制度を確立したという内容である。ここで

班固は、中国を代表する貨幣である円形方孔銭が周王朝（西周―紀元前11ｃ～771年）に始まったと

叙述するが、これは歴史的事実ではない。周の時代には未だ円形方孔銭は登場せず、子安貝を模し

た銅製の貝貨が使用されていた。円形方孔銭の起源については定かではないが、紀元前４世紀には

秦で円形方孔の半両銭が発行され、前221年の始皇帝による全中国の統一によって半両銭が基準通

貨となったとされている。班固は、儒家が理想の治世と仰ぐ周王朝に、円形方孔銭誕生の栄誉を与

えたのであろう。ともあれ漢書食貨志は、円形方孔の銭貨による貨幣制度が周代に確立したと評価

しているのである。

桓武天皇の「九府の珎を開く」という詔は、『漢書』食貨志の「九府の圜法を立つ」という表現

を改変し、円形方孔の銭貨を主体とした貨幣制度の確立を意味すると理解してよいだろう。桓武朝

に隆平永寳が発行される直前には、和同開珎、萬年通寳、神功開寳の３貨が流通していた。延暦15

年の詔の「肇開九府之珎」という表現は、和同開珎の「開珎」を十分に意識した表現であると考え
． ．

てよい。このことは当時の為政者により、身近に通用した和同開珎の銭文の意味が「和銅年間に発

行され、貨幣制度を確立した円形方孔銭」と認識されていた可能性を示唆する。詔の「九府之珎」

と「三官之貨」が対になって「珎貨」と表現され、寳貨や銭貨を意味するが、これは延暦15年の段

階で、「開珎」が神功開寳の「開寳」と同義と見なされたことによるのであろう。
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しかしながらこれは、和同開珎発行後約１世紀を経た為政者の和同開珎観にすぎず、こうした銭

文観を和同開珎の銭文選定時にまで遡及させることはできない。延暦15年の詔に従うと、「和同開

珎」の意味は、「和銅年間発行の寳貨、銭貨、円形方孔銭」という意味にすぎず、これでは依然と

して「開珎」の出典が解明されないばかりか、和銅改元の詔が『詩緯』を下敷きとし、同時に『詩

緯』が銭文和同の出典となったとする視点からすると、銭文の意味が平板にすぎることになる。

銭貨の銭文の選定作業を記した平安時代中期の『九暦』と『西宮記』を参考にすると、改銭

の次第は、

①勅命を受けた大臣が博士に銭文の候補を勘申させ、奏聞して銭文を決定する。

②吉日を選び能書の者を召して銭文の様を書かせ、奏聞して書体を決める。

③決定した銭文の様を作物所に送り、原型銭を彫り定める。

④原型銭に太政官符を添えて鋳銭司に下す。

という流れをたどる。銭文を考案する博士とは、漢籍に明るい文章博士のことで、博士は先例を勘

案しつつ銭貨の流通にふさわしい中国の故事来歴や吉祥句を調べ、新たな銭文の候補を撰上したの

であろう。決定した銭文は、当代一流の書家によって墨書され、選ばれた書が作物所にまわされ、

手彫りで文字を写しとる作業が行われた。原型銭の制作である。鋳銭司はこの原型銭（彫母銭）を

型どりして複製を作り、さらにそれを型どって鋳銭作業に用いる種銭を多数作製し、鋳銭作業を行

ったことがわかる。

このように『九暦』や『西宮記』にみる銭文選定の手続きは、奈良時代以降に繰り返された改銭

を通して次第に形式が定まったものと推測されるが、銭文の決定権が天皇にあり、候補の選定に際

して文章博士が重要な役割を担うという点で、『西宮記』などに記された改元時の年号選定の手続

きと共通する所が大きい。

改元は即位、祥瑞、攘災などを理由に行われたが、中国の古典を典拠に文章博士が勘申した新年

号の候補に対して、佳字かどうか、先例と重複しないか、忌避すべき語と音通しないか等々、多角

的な検討を加えて決定される。わが国の古代銭貨の中にも、「承和勝寳」「貞観永寳」「寛平大寳」

「延喜通寳」のように銭文に年号を冠したものがあり、また後述のように銭文と年号が音通する「和

同開珎」や「神功開寳」も存在するなど、銭文と年号の間には密接な関係が認められるのである。

銭貨の改鋳は、その後しばしば天皇即位や新政権の発足に伴い、改元と一体的に行われることが

多い。これは銭貨の発行が年号の制定とともに、国家を統率する天皇の統治権を象徴する行為とみ

なされたことによる。改元と銭貨の改鋳は、人心を一新し、天命に応じた新時代の出発を宣明する

政治的意義があり、このため年号と銭文には、国家統治の理想や政治的な願望、治世を称える吉語

や佳字が選定された。平安時代の年号と銭文の選定手続きが相似するのはこうした理由による。

かつて内田銀蔵が指摘したように、銭文の選択には「相当の因由がなければならない」のである。

５．天人相関思想と祥瑞災異思

律令君主の政治思想として重視された天人相関思想は、宇宙の万象は陰陽二気とそれから派生す

る木・火・土・金・水の五行より生ずるが、陰陽二気の調和不調和は為政者の徳不徳に反応した現

象と考える。また祥瑞災異思想は、為政者の徳が高く善政が行われると天（天帝・上帝）がこれに

感応して祥瑞を降し、徳や施政に欠陥があると災異をもって戒める、というものである。このため

律令君主は、自らの徳を示す陰陽二気の調和に注意を払い、祥瑞や災異に目を配る必要があった。

富本銭の使用を命じた３ヶ月前の天武十二年の正月十八日の詔では、即位後に頻出した天瑞（天の

祥瑞）を、自らの政治が天道にかなった証であると宣言している。

また『古事記』序は、天武天皇の帝紀・旧辞の校訂に至る功績を述べ、「道軼二軒后一、徳跨二周
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王一」（道は軒后に軼ぎ、徳は周王に跨えたまひき）すなわち、天武天皇の道徳の高さは、中国の伝説
けんこう す こ

上の帝王である黄帝や周の文王を上まわり、「握二乾符一而摠二六合一、得二天統一而包二八荒一」（乾符を

握りて六合を摠べ、天統を得て八荒を包ねたまいき）天の吉瑞である乾符を得て上下四方（六合）を統
りくごう す てんとう はっこう か

べ、天統を得て八方荒遠の地まで統治しと述べる。さらに「乗二二気之正一、斉二五行之序一」（二気

の正しきに乗り、五行の序を 斉 えたまいき）すなわち陰陽の二気と木火土金水の五行の序を整えたと
ととの

称える。天武天皇が、その道徳の高さにより天の吉瑞を得て天下を統治し、陰陽五行の調和を整え

たと、天人相感の祥瑞思想によって、天武天皇の皇位の正統性や善政を強調するのである。これは

『准南子』俶真訓の「万物和同者、徳也」（万物和同するは、徳なり）、『詩緯』の「天下和同、天瑞降、地

符升」（天下和同し、天瑞は降り、地符は升る）などに通じ、為政者の徳により万物が和同し、それに

よって天地が符瑞を下すという儒教的な天人相関祥瑞思想が律令君主を支配していたことを物語

る。

６．和同開珎発行前夜の社会状況

和同開珎の字義については、岡田芳朗が指摘するように、和同開珎発行時の時代背景や社会状況

を顧みる必要がある。和同開珎発行直前の慶雲年間（704～707）は、連年続いた天候不順による全

国的な凶作、その結果発生した飢饉と疫病の蔓延が、誕生したばかりの律令国家に危機的な状況を

もたらせていた。その飢疫は文武天皇大宝３年（703）から始まり、慶雲年間を中心に猛威をふる

い、和銅初年に至ってようやく終息に向かうが、慶雲３年（706）には京畿内にも及び、そのため

に盗賊が発生したり、京城の内外に穢臭が漂うという深刻な社会不安が生じていた。さらに11月に
えしゅう

は文武天皇が重体に陥るという政治的危機を迎え、翌年６月に崩御する。『続日本紀』は、慶雲２

年「是年、諸国廿飢疫」、翌３年「是年、天下諸国疫疾、百姓多死」、翌４年「天下疫飢」と記述

するが、連年の不作と疫病の流行によって人々が飢え苦しむ状況が慢性化しつつあった。文武天皇

はこうした深刻な事態を、慶雲２年（705）４月３日の詔で、「徳、上 天を感し、仁、黎庶に及ぶ
しょうてん うごか れいしょ

こと能はず。遂に陰陽錯謬り、水旱時を失い、年穀登らず、民をして菜色多からしむ。」（皇位にあ
あた つい あ や ま すいかん みの

る自分の徳の薄さが天帝の心を動かすことも、仁政を民に及ぼすことができないために、陰陽の調和が崩れ

て天候不順を招き、凶作を招き民を飢えさせる結果となっている）と述べ、五大寺に金光明経の読経を

命じ、天下諸国に減税措置を講じている。この詔は、先に見た天人相関の祥瑞災異思想に基づくも

のであるが、自らの不徳が陰陽の調和を錯乱させた原因であると認識している点に注意を払う必要

があろう。同年８月11日の詔でも「陰陽度を失い、炎旱旬に弥る。百姓飢荒して、或は罪網に陥る」
わた

（陰陽の調和が崩れて旱魃となり、人々は飢え苦しんで罪を犯し法にふれる者もいる）と、長引く飢疫の

原因が陰陽の調和の喪失にあると述べるが、ここで想起されるのは、「万物和同するは、徳なり」とい

う『准南子』俶真訓の言葉である。地上の統治者の仁徳によって天下・万物が和同し、陰陽の調和が保

たれることが治政の必要条件であったが、この時期、飢疫を沈静化させるために切実に希求された

のは、天皇の仁徳による天下・万物の和同であり、それに感応して降される天帝の祥瑞であった。

一方、疫病が猛威をふるう慶雲４年（707）２月には、５位以上の諸王臣に遷都を審議させてい

る。慶雲元年（704）７月に帰朝した粟田真人をはじめとする遣唐使が32年ぶりにもたらせた大唐

帝国の最新情報、中でも長安城の威容に触発されて、新都建設計画が政治課題として浮上したのだ

ろう。諸王臣による遷都の審議は、天皇が不予の状態に陥り、諸国が飢疫で疲弊した状況下で、遷

都計画を予定通りに推進すべきか否かを審議したものと推測される。しかしながら、その４ヶ月後

に文武天皇が崩御したために、遷都計画は一時中断のやむなきに至るが、天皇の急逝によって社会

不安と政治的動揺はさらに増幅し、攘災招福の呪力を求めた遷都（坂本太郎『日本全史 古代１』東

京大学出版会、1960年）に人々の心は急速に傾斜したものと思われる。
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しかしながら新都の造営は、莫大な資材や労働力を必要とする。連年の不作と飢疫による税の減

免措置、賑恤や医薬の給付により国家財政は極度に疲弊しており、莫大な新都造営費用を捻出する

ことは困難であった。そこで新たな銭貨を発行し、その発行収入を造営費用に充てる政策が案出さ

れた。これは富本銭発行の経験を踏まえてのことであろう。平安時代の銭貨発行が銭文の決定から

発行までに約１年を要している点から見て、和銅改元以前に和同開珎の銭文が決定されていた可能

性が高く、和同開珎の発行計画は遷都計画と一体的に、遅くとも慶雲４年段階にはかなり具体化し

ていたと思われる。新都造営と和同開珎の発行、和銅改元は、岡田の指摘するように三位一体の政

策であった可能性が高い。和銅改元の詔と和同開珎の銭文は、事前に周到に準備されたものであり、

両者は密接に連関すると考えられるのである。

７．和同開珎の字義

そこで注目したいのは、天平勝宝８歳（756）に作成された『東大寺献物帳』である。これは聖

武天皇の遺愛の宝物を、光明皇太后が東大寺の盧舎那仏に献じた際に作成された文書で、「珎」と

いう字が「国家珎寳」や「先帝翫弄之珎」として登場する。「珎寳」にみるように、「珎」と「寳」

が明らかに別字として使用されているが、「翫弄之珎」の珎は「寳」の意味で使用されており、後

漢時代の字典『説文解字』の「珍とは寶なり」という説明に合致する。『東大寺献物帳』は萬年通

寳が発行される天平宝字４年（760）以前、すなわち和同開珎使用の全盛期に書かれた同時代史料

であり、和同開珎の「珎」を考える上で重要な史料である。同書はさらに、「先帝陛下徳合乾坤」、

聖武天皇の徳が乾坤、つまり天地や陰陽にかない、「神祇呈祥、地不惜珎」（神祇は祥を 呈 り、
けんこん たてまつ

地は珎を惜しまず）と記すが、これは天平勝寳元年（749）の陸奥産金をさし、聖武天皇の徳に感

応して地が黄金をもたらせたことを称えたものである。この表現は、先に見た和銅改元の詔の「天
あめ

に坐す神・地に坐す祇の相うづない奉り福はえ奉る事に依りて、顕しく出でたる 寳 」や「天地の
ま くに かみ まつ さき よ うつ い たから あめつち

神の 顕 し奉れる瑞 寳」に類似し、『詩緯』の「天下和同し、天瑞は降り、地符は升る」を下敷
あらは しるしのたから のぼ

きに作成され、黄金や自然銅を地がもたらせた符や瑞寶とみなし、それを「珎」と呼んだことが分

かる。

当然ながらこれと相似た表現が漢籍中に存在する。『後漢書』班固伝は、光武帝（聖皇）が王莽

打倒の天命を受けた正統性を、「握乾符、闡坤珍」（乾符を握り、坤珍を闡き）と表現するが、これ
けんぷ こんちん ひら

に対する章懐太子李賢の注は、「乾符、坤珍とは、天地の符瑞を謂うなり」と解説する。ここでは

地のもたらせた瑞祥が「坤珍」と表現されており、『東大寺献物帳』の地珎と同意の表現である点

が注目される。

『説文解字』には「闡とは開なり」と見え、「坤珍を闡く」という表現が和同開珎の「開珎」に

通じ、「開珎」が「闡坤珍」という字句を典拠とした可能性が浮上するのである。この「坤珍を闡

く」という表現は、開元通寳の銭文「開元」の典拠となった『文選』の班固「東都賦」にもみえ、

和同開珎の銭文選定時に、開元通寳と同じ「東都賦」に出典を求めた可能性も生じる。

以上の検討を通して、改めて「和同開珎」の銭文を解釈すると、「天下が和同し、坤珍を開く」

という和銅産出の祥瑞を祝福する意味をもち、元明天皇の仁徳により、天地・万物が和同して陰陽

の調和が保たれ、天帝が仁徳に報応して和銅という坤珍を顕現したことを称えた銭文であり、和銅

改元の詔に通じる内容の銭文と理解できよう。

先述したように、慶雲年間に猛威をふるった飢疫を沈静化させるために人々が切実に希求したの

が陰陽の調和であり、攘災招福と人心を一新するための遷都、改元、新銭発行という三位一体の政

策が、ことさら神意にそうことを強調する必要があったものと考えられる。改元詔で和銅産出を「天

地の神の顕し奉れる瑞宝」を称え、同時にその祥瑞を慶祝する内容の銭文を新銭に刻印し、しかも




















